
広島市規則第３１号

令和８年３月２７日

広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正する規則

広島市安芸市民病院事業財務会計規則（平成２６年広島市規則第６２号)

の一部を次のように改正する。

第３９条第２号を次のように改める。

(2) 旅費及びこれに相当する費用弁償

第１５５条中「の管理」を「及び広島市医師会運営・安芸市民病院介護

医療院の管理」に改める。

別表第４の１３の項中「請求書、」を削る。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１５５条の改

正規定は、同年１１月１日から施行する。


